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（
日
本
中
央
競
馬
会
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

日
本
中
央
競
馬
会
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
農
林
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
様
式
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

（
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
及
び
農
業
法
人
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「平

成

」
を
削
る
。

一

卸
売
市
場
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
二
号
）
別
記
様
式
第
一
号

二

農
業
法
人
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十

二
号
）
別
記
様
式
第
三
号

（
地
力
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

地
力
増
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
様
式
第
一
号
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
、「
同
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
」
を
加
え

る
。別

記
様
式
第
二
号
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

（
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

紙
様
式
第
六
号
（
一
）
中
「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
九
号
（
一
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て「
旧
様
式
」と
い
う
。）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省
令
第
一
号

元
号
を
改
め
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
五
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省
令
第
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
中
「平
成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
中
「平
成

年
月

日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
中
「平

成

」
を
削
る
。

様
式
第
六
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
中
「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
及
び
様
式
第
十
中
「平

成
年

月
日

」
を
「

年
月

日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
中
「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
中
「平

成

」
を
削
る
。

様
式
第
十
七
中
「平

成

」
を
「令
和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
中
「平

成
年

月
日

」
を
「令

和
年

月
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
及
び
様
式
第
二
十
一
中
「平

成
年

月
日

」
を
「

年
月

日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
三
か
ら
様
式
第
二
十
六
ま
で
の
規
定
中
「平

成

」
を
削
る
。

様
式
第
二
十
八
及
び
様
式
第
二
十
九
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
中
「平

成

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て「
旧
様
式
」と
い
う
。）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
一
号

元
号
を
改
め
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
元
号
を
改
め
る
政
令
の
施
行
に
伴

う
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
五
月
七
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

元
号
を
改
め
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

第
一
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
様
式
中
「
平
成

年
」
を
「

年
」
に
改
め
る
。

一

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
様
式
第
二

二

発
電
水
力
量
測
定
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
五
号
）
様
式
第
五

〇
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
一
号

元
号
を
改
め
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ

燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
五
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

環
境
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

鈴
木

俊
一

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

環

境

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「平

成

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て「
旧
様
式
」と
い
う
。）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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